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１．はじめに

特許権の損害賠償請求において，特許発明が侵害品

の一部に関係している場合に，特許発明が侵害品全体

に寄与する程度（以下寄与率という）を斟酌して損害

賠償額を算定することがある。係る場合に，特許請求

の範囲が侵害品の一部の範囲であるときは，従前の裁

判例でも寄与率を考慮した損害賠償額の算定が認容さ

れている(1)。

これに対して，特許請求の範囲が侵害品の全体と同

じであるが，特許発明の本質的内容が侵害品の一部で

ある場合は，従前の裁判例では，寄与率を考慮した損

害賠償額の算定が認められることはなかったが(2)，最

近の裁判例では，特許発明の本質的部分を考慮して寄

与率を算定し，損害賠償額を決定することが認められ

るようになってきた(3)。

しかし，裁判例において寄与率を考慮して損害賠償

額が算定された場合でも，寄与率算定の考慮要素や各

考慮要素間の関係，具体的な算定方法が明確ではない

ために，損害賠償額に対する予測可能性が低いという

問題があった。

そこで，本稿では，寄与率を考慮して損害賠償額を

算定した裁判例の分析を行い，寄与率算定に際して考

慮された要素と具体的な算定方法を検討する。また，

考慮された要素の妥当性と具体的な算定方法について

若干の考察を行う。さらに，寄与率算定方法について

の提案を試みることにする。

２．裁判例の分析

最近の裁判例から，寄与率算定に際して考慮された

要素と具体的な算定方法を検討してみる。

２．１ 特許発明が侵害品の一部の場合

特許発明が侵害品の一部の場合は，特許発明の価値

が侵害品全体に及んでいるかを様々な観点から判断し

ている。

（１） 特許発明と侵害品の複数の構成とを比較して寄

与率算定の基本的な考え方を判示した裁判例として，
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東京地裁平成 24 年 11 月 2 日判決・平成 22 年（ワ）第

24479 号「生海苔の共回り防止装置事件」がある。

当該事件では，原告が「生海苔の共回り防止装置」

の特許権を有し，被告が「生海苔の共回り防止装置」

と当該防止装置を有する「回転板」と当該回転板を有

する「生海苔異物分離除去装置」を販売している。

係る場合の特許発明の各装置に対する寄与率を，裁

判所は「原告は，本件プレート板の有用性を強調し，

生海苔異物分離除去装置には，本件発明の「共回り防

止装置」がなければ実質的に機能せず，製品として販

売できないなどとして，被告装置及び本件回転板にお

ける本件発明の寄与度を 100 パーセントと主張する。

確かに，本件発明の「共回り防止装置」が有用であ

ることは上記ウのとおりであり，これが被告装置の販

売に一定程度寄与していることが認められるものの，

他方で，本件発明の出願日以前にも，本件発明に係る

「共回り防止装置」を有しない生海苔異物分離除去装

置が販売されていたことは明らかであり，また，現在

市場で流通している生海苔異物分離除去装置の全てに

本件発明が実施されていると認めるに足りる証拠はな

い。そのほか上記アないしエの諸事情も考慮すれば，

本件発明の寄与度が 100 パーセントであるとの原告の

主張は採用することができない。一方，被告は，本件

プレート板の有用性の低さを強調して，被告装置及び

本件回転板における本件発明の寄与度が 10 パーセン

トを超えないと主張するが，被告自身も本件プレート

板に一定の有用性があることは否定しておらず，上記

アないしエの各事情に照らすと，寄与度が 10 パーセ

ントを超えないという被告の主張は採用することがで

きない。」として，「被告装置全体における本件発明 3

の寄与度は，20 パーセントと認めるのが相当であり，

また，本件回転板における本件発明 3の寄与度は，50

パーセントと認めるのが相当である。本件プレート板

は，本件発明の技術的意義を果たす「共回りを防止す

る防止手段」そのものであるから，その寄与度は 100

パーセントと認められる。」と判示している。

（２） 特許発明が侵害品の一部の場合は，寄与率が認

定された裁判例が多い(4)。

例えば，東京地裁平成 26 年 2 月 14 日判決・平成 23

年(ワ)第 16885 号「超音波モータと振動検出器とを備

えた装置事件」で裁判所は，「手振れ補正機能の搭載は

需要者に対して訴求力があるものといえ，被告も被告

製品の手振れ補正機能をうたっている。しかしなが

ら，交換レンズにおいては，あくまでもレンズの光学

性能が主要な性能であり，これは被告のカタログの記

載をみても明らかである。また，手振れ補正機能は，

撮影条件（例えば三脚使用の場合やシャッタースピー

ドを高速に設定できる場合）によっては不要である場

合もあるし，いまだ手振れ補正機能を搭載しない交換

レンズが販売されていることに照らしても，交換レン

ズにおいて必須の機能であるとまではいい難い。ま

た，被告製品は，その手振れ補正を機能させる前提と

して，角速度センサ（ジャイロセンサ）による角速度

の検出を妨げないように，本件特許発明の構成を採用

したものである。本件特許発明は，超音波モータと角

速度センサを備える装置において，手振れ補正を機能

させる前提として重要な発明ではあるが，それだけで

は手振れ補正機能を実現できるものではなく，被告製

品をみても手振れ補正機能の実現には，前記ア(ア)の

とおり，様々な制御が必要である。以上の事情を考慮

すると，本件特許発明の被告製品に対する寄与として

は 15％を認めるのが相当である。」と判示してい

る」(5)。

（３） これに対して，被告の寄与率の主張が認められ

なかった裁判例として，例えば，東京地裁平成 29 年 7

月 14 日判決・平成 28 年(ワ)第 1777 号「生海苔異物分

離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件」が

ある。当該事件で裁判所は，「被告は，本件各発明が本

件製品 1 及び 2 の販売に寄与した割合は 10％を超え

るものではないなどと主張する。しかし，本件各発明

は，共回り現象の発生を回避してクリアランスの目詰

まりをなくし，効率的・連続的な異物分離を実現する

ものであって，生海苔異物除去装置の構造の中心的部

分に関するものというべきである。すなわち，生海苔

異物除去装置として，選別ケーシング（固定リング）

と回転円板との間に設けられたクリアランスに生海苔

混合液を通過させることによりクリアランスを通過で

きない異物を分離除去する装置が従来用いられていた

としても，本件各発明の解決課題を従来の装置が抱え

ていることは明らかであり，この点は需要者の購買行

動に強い影響を及ぼすものと推察される。このこと

と，従来の装置の現在における販売実績等の主張立証

もないことを考えると，本件各発明の実施は生海苔異

物除去装置の需要者にとって必須のものであることが
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うかがわれる。

したがって，本件各発明が本件製品 1及び 2の販売

に寄与する割合を減ずることは相当でない。」として

被告の主張を排斥している(6)。

（４） 特許発明の相当する部分と侵害品全体との割合

を考慮要素として算定した値を基準に特許発明，侵害

者の事情を考慮して寄与率を算定している裁判例が多

い。

特許発明の相当する部分の価値と侵害品全体の価値

との割合を基準に寄与率を算定した裁判例として，東

京地裁平成 30 年 3 月 1 日判決・平成 29 年(ワ)第

24571 号「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキッ

ト事件」がある。

当該事件で裁判所は，「特許法 102条 2項の推定を

覆滅できるか否かは，侵害行為によって生じた特許権

者の損害を適正に回復するとの観点から，侵害品全体

に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか，市

場における代替品の存在，侵害者の営業努力，広告，

独自の販売形態，ブランド等といった営業的要因や，

侵害品の性能，デザイン，需要者の購買に結びつく当

該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する

特徴などを総合的に考慮して判断すべきである。」と

述べたうえで，「被告製品 2については，本件発明 2の

実施品（編み機，フック，クリップ及び弾性バンド）

に加え，本件発明 2の実施品ではないビーズ 100個及

び本件解説本から構成されている。この点に加えて，

被告製品 1と被告製品 2の各売上比率等をも勘案する

と，各被告製品の限界利益の概ね 25％について，侵害

品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合の観

点から推定覆滅を認めることが相当である。」と判示

している(7)。

（５） 特許発明が全体装置の中心的部分を占めている

ことを理由として，特許発明が装置全体に及ぶとした

裁判例として東京地裁平成 29 年 2 月 16 日判決・平成

28 年(ワ)第 2720 号「生海苔異物分離除去装置におけ

る生海苔の共回り防止装置事件」がある。

当該事件で裁判所は，「被告らは，本件装置の販売に

係る本件特許の寄与率はせいぜい 10％であるなどと

主張する。しかしながら，本件発明は，生海苔異物除

去装置の構造の中心的部分に関するものであるから，

それが本件装置の販売に寄与する割合を減ずることは

相当でない。」と判示している。

（６） 特許発明の効果を考慮要素として寄与率が侵害

品のどの範囲まで及ぶかを判断した裁判例として東京

地裁平成 28 年 5 月 26 日判決・平成 25 年（ワ）第

33070 号「農産物の選別装置事件」判決がある。

当該事件で裁判所は，「本件明細書 1（甲 2）によれ

ば本件発明 1は農産物の選別装置に関するものであっ

て主としてリターンコンベアを設けること及びその終

端を工夫したことに，同 2（甲 4）によれば本件発明 2

− 1 及び 2− 2 は内部品質検査装置に係るものであっ

て主として複数の光源を設け，遮光手段を工夫したこ

とに，それぞれ技術的意義があるものと認められ

る。・・・上記の技術的意義及び事実関係によれば，

上記利益額の一部については特許権侵害による原告の

損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認めら

れ，その割合は本件発明 1につき 75％，同 2− 1 及び

2− 2 につき 95％と認めるのが相当である。」と判示

している。

（７） 寄与率を減じる考慮要素として，侵害品に採用

されている特許発明以外の技術，侵害品の改良度合等

を認めた裁判例がある。

例えば，特許発明以外の技術の存在を考慮要素とし

て認めた裁判例として，前掲（2）平成 23 年(ワ)第

16885 号「超音波モータと振動検出器とを備えた装置

事件」がある。

当該事件で裁判所は，「本件特許発明は，超音波モー

タと角速度センサを備える装置において，手振れ補正

を機能させる前提として重要な発明ではあるが，それ

だけでは手振れ補正機能を実現できるものではなく，

被告製品をみても手振れ補正機能の実現には，前記ア

(ア)のとおり，様々な制御が必要である。以上の事情

を考慮すると，本件特許発明の被告製品に対する寄与

としては 15％を認めるのが相当である。」と判示して

いる(8)。

（８） 特許発明が侵害品の一部の場合の裁判例で，寄

与率を算定する際に考慮した要素を層別して以下に述

べる(9)。

（８．１） 特許発明の効果に関連する考慮要素

① 特許発明の侵害品に対する機能的貢献

② 特許発明の侵害品販売への貢献
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③ 特許発明が侵害品に必須の機能

④ 特許発明の技術的意義

⑤ 特許発明が侵害品の構造の中心的部分

⑥ 特許発明が顧客にとって必須のもの

⑦ 特許発明が顧客の購入意欲を促進

（８．２） 侵害者の事情に関連する考慮要素

① 特許発明の機能以外の機能に対する顧客の選択

② 特許発明以外の技術の存在

③ 侵害品の改良度合

（８．３） 特許発明と侵害品との比較に関連する考慮

要素

① 特許発明の相当する部分についての利益額の割合

② 侵害品全体に対する特許発明の実施部分の価値の

割合

③ 特許発明が侵害品に実施されている割合

④ 特許発明が侵害品で使用される時間的割合

特許発明が侵害品の一部の場合に裁判所は，特許発

明に相当する部分の経済的価値が侵害品全体の経済的

価値に占める割合を基本として，特許発明の効果が侵

害品の販売に貢献した程度と特許発明以外の発明・技

術等が侵害品の販売に貢献した程度とを比較考量して

寄与率を算定していると思われる。

２．２ 特許発明が侵害品の全部の場合

（１） 特許発明が侵害品の全部である場合は，特許発

明の寄与が侵害品の全部に及ぶと思われるが，近時の

裁判例では特許発明の寄与が一部にしか及ばないと認

定される場合が多い(10)。

寄与率を算定する際に，裁判所は侵害品を購入した

顧客の購入動機を重要な考慮要素としていると思われ

る。

（２） 顧客が侵害品を購入した動機を顧客へのアン

ケート結果から直接求めて寄与率算定の考慮要素とし

た裁判例として，東京地裁平成 26 年 7 月 23 日判決・

平成 24 年（ワ）第 14652 号「洗濯乾燥機事件」がある。

当該事件で裁判所は，「被告は，株式会社東芝CS評価

センターによる洗濯乾燥機購入者へのアンケート調査

結果（乙 63）によれば，ドラム式洗濯乾燥機購入者に

おける洗濯槽が清潔に保てる機能に関する重視の度合

いは他の項目に比べて低めであると主張する。しか

し，そもそも，上記アンケート調査において，購入者

が重視することがあり得る項目として挙げられた 34

項目の一つとして，洗濯槽を清潔に保てる機能が挙げ

られていること自体，上記項目に関する需要者の関心

が低いものではないことを裏付けるものというべきで

ある。また，上記アンケート調査結果を見ても，上記

項目に関する購入者の重視の度合いが，他の項目に比

べて特段に低いものとはみられない。

被告は，本件 688 特許登録前に被告が製造販売した

洗濯乾燥機のカタログ等において，「カビプロテクト」

機能を大きく取り上げているのであって（甲 29，30，

33 ないし 35），被告が，上記機能を，洗濯乾燥機の宣

伝広告における重要な要素として位置付けていたこと

をうかがうことができ，需要者においても，この点を

商品選択の際の考慮要素としていたことをうかがうこ

とができる。」と判示している。

（３） 顧客アンケートのような購入動機を直接求める

資料がない場合は，特許発明の効果を考慮要素として

顧客の購入動機を認定し，寄与率を算定する方法が採

用されている。

特許発明の作用効果が侵害品の販売に貢献している

ことを認定して寄与率を算定した裁判例がある（大阪

地裁平成 25 年 10 月 24 日判決・平成 23 年（ワ）第

15499 号「蓋体及びこの蓋体を備える容器事件」）。

当該事件で裁判所は，「本件各特許発明は，「加熱調

理後，容器内の水分を，開口部を通じて，排出可能で

ある。この結果，本発明の容器は，パスタ等の調理に

好適に使用可能となる。」という作用効果を奏する点

に技術的意義があるものである。

このような代替品の有無などに関する状況及び本件

各特許発明の技術的意義に加え，本件で表れた一切の

事情を総合すると，本件各特許発明の被告各製品の売

上げに対する寄与度は 15％とするのが相当である」と

判示している(11)。

（４） 侵害品の宣伝広告等の書面の記載を寄与率を算

定する際の考慮要素としている裁判例が多い。

侵害品の宣伝広告書面に特許発明の効果を示唆する

記載があることを寄与率算定の考慮要素とした裁判例

として，大阪地裁平成 24 年 10 月 11 日判決・平成 23

年(ワ)第 3850 号「軟質プラスチック容器事件」がある。
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当該事件で裁判所は，「被告が，「20リットル改良品

（20A）のご提案について」と題する書面を顧客らに送

付したこと，同書面は，被告現行品から本件特許発明

に関する構成を備えた被告製品に改良したことを報告

し，購入を促す内容のものであることが認められる。

このことからすれば，被告製品についても本件特許

発明の実施による販売への寄与があったものと推認さ

れる。

前記(3)のとおり，原告製品又は被告製品の購入に

当たっては，ピンホールリスク以外の様々な要因につ

いても考慮されるものであるとしても，被告製品にお

ける本件特許発明の販売における寄与率についても，

原告製品における寄与率と同等のものと解するのが相

当である。」と判示している(12)。

（５） 特許発明以外に顧客の購入動機を喚起していた

要素の有無を寄与率算定の考慮要素としている裁判例

がある。

例えば，侵害者の発明が顧客の購入動機を喚起して

いることを寄与率を減じる考慮要素とした裁判例とし

て，東京地裁平成 26 年 1 月 30 日判決・平成 21 年

（ワ）第 32515 号「電話番号情報の自動作成装置事件」

がある。当該事件で裁判所は，「特許法 102条 2項に

より損害の額を算定するに当たり，被告が得た利益の

うちに当該特許発明の実施以外の要因により生じたと

認められる部分があるときは，同項による推定を一部

覆滅する事情があるものとして，その分を損害額から

減ずることが相当である。

これを本件についてみると，被告は被告事業による

利益を得るために被告の保有する 3件の特許権に係る

特許発明を実施していること（前記(2)ア(ア)b），本

件発明と同様の調査データを取得し得る方法として被

告装置 5 の実施態様(b)等の代替的な方法があること

に照らすと，本件発明の技術的意義はさほど高くな

く，被告事業による利益に対する本件特許の寄与は限

定的なものであるというべきである。」と判示してい

る(13)。

（６） 市場における競合品の存在，特許権登録前から

の侵害者の顧客の存在を寄与率算定の考慮要素とした

裁判例がある。例えば，前掲（3）平成 23 年（ワ）第

15499 号「蓋体及びこの蓋体を備える容器事件」で裁

判所は，「原告製品及び被告各製品のほかにも，食品を

収納するとともに，当該食材を加熱可能な容器が多数

存在することは当事者間で争いがない。・・・このよ

うな代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発

明の技術的意義に加え，本件で表れた一切の事情を総

合すると，本件各特許発明の被告各製品の売上げに対

する寄与度は 15％とするのが相当である」と判示して

いる(14)。

（７） 特許発明が侵害品の全部の場合の裁判例で，寄

与率を算定する際に考慮した要素を層別して以下に述

べる。

（７．１） 特許発明の効果に関する考慮要素

① 特許発明の侵害品販売への貢献

② 特許発明の技術思想としての一体性

③ 特許発明の技術的意義

④ 顧客の購入動機を喚起する度合

（７．２） 侵害者の事情に関連する考慮要素

① 宣伝広告の内容

② 特許発明の侵害品への搭載の経緯

③ 侵害品に使用されている被告の特許発明の重要性

④ 侵害品が有する特許発明の特徴とは異なる特徴

⑤ 代替技術の存在

（７．３） 市場の状況に関連する考慮要素

① 競合品の存在

② 特許権登録前からの侵害者の顧客の存在

③ 侵害品以外の顧客の選択

特許発明が侵害品の全部の場合に裁判所は，顧客の

購入動機を様々な観点から検討して寄与率を算定して

いる。寄与率を算定する際の考慮要素は，特許発明が

侵害品の一部の場合と重なる点が多いが，異なる点も

ある。

特許発明が侵害品の一部の場合は，特許発明が侵害

品に占める利益の割合，実施部分の割合，使用されて

いる期間の割合等の特許発明の実施部分の割合が寄与

率算定の考慮要素となっている。

これに対して，特許発明が侵害品の全部の場合は，

このような点は考慮されていないが，市場における競

合品の存在，特許権登録前からの侵害者の顧客の存在

等の市場の状況が寄与率算定の考慮要素となっている。
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２．３ 特許発明が製造方法の場合

特許発明が製造方法の場合は，寄与率を算定する際

に，当該製造方法が侵害品の販売に寄与する程度が考

慮されるが，製品の構造や機能等の特許発明の効果と

比較して寄与率が低く算定されている。

例えば，大阪地裁平成 25 年 2 月 28 日判決・平成 21

年(ワ)第 10811 号「回転歯ブラシの製造方法及び製造

装置事件」で裁判所は，「本件特許方法発明は，原告製

品の主要部たる回転ブラシを構成するブラシ単体の製

造方法につき，従来技術と比べ，「高度な熟練を要する

ことなく，しかもできるだけ工程数少なく効率良く製

造できる」技術という意味で，原告製品による利益に

一定の寄与をしているといえるものの，その寄与度

は，原告製品自体，すなわち，その構造上の特徴や作

用効果，さらにはその形態の有する美感の寄与度に比

べると相当に低いといわざるを得ない。したがって，

本件特許方法発明の寄与度を 10％と認めるのが相当

である。」と判示している。

２．４ 特許発明が単純方法の場合

特許発明が単純方法の発明の場合は，当該発明の効

果の製品販売利益への貢献度合いが考慮されるが，製

造方法の発明の場合よりも寄与率が低く算定されてい

る。

例えば，大阪地裁平成 25 年 8 月 27 日判決・平成 23

年(ワ)第 6878 号「着色漆喰組成物の着色安定化方法

事件」で裁判所は，「本件特許発明 1は，着色漆喰組成

物の着色を均一かつ安定的にし，当該漆喰組成物の使

用時に形成される着色漆喰塗膜の色むらを防止すると

いう作用効果を有する。これは，塗壁材としての用途

を有する着色漆喰組成物にとって，その有用性を高

め，商品価値に直結するものであり，被告製品 1の販

売による利益に寄与していることは確かである。

しかし，本件特許発明 1は，物の発明でも，物を生

産する発明の方法でもなく，単純方法の発明であるか

ら，物の販売による利益への寄与度については，低く

評価せざるを得ない。

また，被告製品 1 を紹介するウェブサイト（甲 25）

及びカタログ（甲 26）は，本件特許発明 1で特定され

ている含有成分やそれに伴う着色の均一性や安定性，

製品使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むら防止と

いった作用効果を，被告製品 1の特徴として挙げてい

なかった。むしろ，それらウェブサイトやカタログ

は，被告製品 1につき，漆喰が有する調湿機能などを

基本としつつ，酸化チタンを配合することによる防臭

機能や，銀イオンを含有することによる抗菌機能など

を特徴として強調しており，この点が現に一定の需要

を喚起したこともうかがわれる（乙 50〜52）。

以上の事情に加え，競業他者の存在（甲 33，乙 12，

13）も考慮し，60％の範囲で，特許法 102条 2項の推

定が覆滅されると認めるのが相当である。」と判示し

ている。

３．寄与率算定の考慮要素の検討

寄与率算定の考慮要素を検討する前提として，以下

の 3点を明らかにしておくことが必要である。

（３．１） 発明の寄与率における「発明」とは，特許

請求の範囲の記載に拘泥されることなく，明細書の記

載全体から把握される「発明の本質」を言う。

侵害品の販売に特許発明が寄与する割合を算定する

には，「発明の本質」を明らかにして算定しなければ妥

当な寄与率は得られないからである。また，特許請求

の範囲に記載された発明と侵害品とを単純に比較する

のであれば，両者が一致している場合は，寄与率は常

に 100％となり，検討する必要がなくなるからであ

る(15)。

（３．２） 寄与率は何に対しての寄与率か

寄与率を考える際に，①特許権者の特許品販売に対

する寄与率か，②侵害者の侵害品販売にたいする寄与

率かが問題となる。

寄与率の算定を認める肯定説には，①寄与率を，特

許法 102条 1項の「特許権者又は専用実施権者がその

侵害がなければ販売することができた物」の「単位数

量当たりの利益の額」の問題として考慮する見解（本

文説）(16)，②本条 1項の「譲渡数量の全部又は一部に相

当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売するこ

とができないとする事情」の問題として考慮する見解

（但書説）(17)，③本条 1項但書外の民法 709条の減額事

情の問題として考慮する見解（民法 709条説・但書外

説）(18)がある(19)。

「本文説」は，特許発明が侵害品の一部で実施された

場合に特許発明の寄与率を考慮することが困難となる

ので妥当ではないと思われる。これに対して「但書

説」，「民法 709条説・但書外説」は，規定の文言上，

侵害品における特許発明の寄与率を侵害者が立証する
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ことになるので，特許発明が侵害品の一部で実施され

ている場合にも適用できると解される。

以上のことから，102条 1項の損害を算定する際に

用いる特許発明の寄与率は，侵害者の侵害品販売に対

する寄与率であると解するのが妥当である。

102条 2項の場合は，①「侵害の行為による利益」の

規定の文言を特許発明が寄与した利益と解して，当該

寄与した利益を特許権者等が立証責任を負担するとす

る見解（寄与利益説(20)）と，②本条 2項の「侵害の行

為による利益」を全体利益と解して，当該全体利益の

額について特許権者等が立証責任を負担し，侵害者が

当該全体利益の額による損害の額の推定の一部覆滅事

由として特許発明の寄与率（非寄与率）の立証責任を

負担するという見解（全体利益・非寄与率立証責任配

分説(21)）がある(22)。

「寄与利益説」は，特許権者による侵害品における特

許発明の寄与率の立証が困難であることから妥当では

ない。これに対して「全体利益・非寄与率立証責任配

分説」は，侵害者が侵害品の利益に対する特許発明の

寄与率の立証責任を負担することから，立証が相対的

に容易で，特許権者等と侵害者の衡平が担保できる点

で妥当であると思われる。

いずれの説も特許発明の寄与率は，侵害品販売に対

する寄与率である点では同様である。したがって，

102条 2項の損害を算定する際に用いる特許発明の寄

与率は，侵害者の侵害品販売に対する寄与率であると

解するのが妥当である。

102条 3項の場合は，①実施料率又は実施料額の算

定上考慮することを肯定する見解（総合考慮説(23)），

②利用率として独立して考慮することを肯定する見解

（独立考慮説(24)）がある。

相当実施料額算定の根拠の明確化及び算定の予測可

能性を確保の観点から独立考慮説が妥当であると思わ

れる(25)。

いずれの説も特許発明の寄与率は，侵害品販売に対

する寄与率である点では同様である。したがって，

102条 3項の実施料相当額を算定する際に用いる特許

発明の寄与率は，侵害者の侵害品販売に対する寄与率

であると解するのが妥当である。

（３．３） 特許発明の侵害品の販売への寄与とは，ど

のような寄与なのかが問題となる。

侵害品販売への寄与なので，顧客の需要喚起（顧客

の購入動機の形成）への寄与度が重要であることは多

くの裁判例でも指摘されている（前掲平成 24 年（ワ）

第 14652 号「洗濯乾燥機事件」等）。特許権が侵害され

て権利者が損害を被るのは，侵害者が特許品を販売し

たことにより経済的不利益を受ける場合であるから，

顧客の需要喚起への寄与度が重要であることは異論の

ないところである(26)。特許発明の効果や技術的意義

を強調する裁判例もあるが（前掲平成 25 年（ワ）第

33070 号「農産物の選別装置事件」等），あくまでもこ

れらの考慮要素は侵害品の販売に貢献するもの，すな

わち顧客の購入動機の形成に寄与するものでなければ

ならない。

以上のことから，「発明の寄与率」とは，「特許発明

の本質による効果が侵害品の販売に貢献する度合，す

なわち顧客の侵害品購入動機の形成に寄与する度合」

であると考えられる。

（３．４） 裁判例における発明の寄与率算定の考慮要

素の検討

① 顧客の需要喚起への寄与を直接判断できる方法と

して顧客アンケートがある。侵害品を購入した理由が

特許発明の効果に関連していれば，特許発明が顧客の

購入動機の形成に大きく寄与していると判断できる。

② 顧客アンケートのように顧客の購入動機を直接判

断できる資料が得られない場合は，当該購入動機を他

の考慮要素から推察することになる。

寄与率が高いことを推察する考慮要素として最も有

効なのは「特許発明の効果」である。特許発明の効果

が代替技術より格段に優れている場合は，顧客の購入

動機の形成に役立つことの有力な資料となる。「特許

発明の技術的意義」も「特許発明の効果」が優れてい

ることを推察する考慮要素である。

侵害品のカタログや宣伝パンフレット等の記載も特

許発明の寄与率の高さを間接的に推察する考慮要素で

ある。カタログや宣伝パンフレットに特許発明の効果

が記載されていれば，当該記載が顧客の購入動機の形

成に寄与していると考えられるからである。

③ 寄与率を減じる考慮要素として，裁判例では「侵

害品に使用されている他の特許発明や他の技術の存

在」「侵害品に使用されている特許発明の改良度合」等

が認められている。「他の特許発明や他の技術」が顧
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客の購入動機の形成に寄与していれば，結果として寄

与率が減少することになるので，これらの要素を寄与

率算定の根拠とすることには異論がないと思われる。

「特許発明の改良度合」を考慮要素とすることはど

うであろうか。特許発明を使用することは正当な使用

とはいえないので，特許発明の改良度合を寄与率を減

じる考慮要素とすることは妥当でないと思われる。

④ 特許発明が侵害品の一部である場合に，「特許発

明が侵害品に必須の機能」や「特許発明が侵害品の構

造の中心的部分」を考慮要素として明示している裁判

例がある（前掲東京地裁平成 23 年(ワ)第 16885 号「超

音波モータと振動検出器とを備えた装置事件」，東京

地裁平成 28 年(ワ)第 2720 号「生海苔異物分離除去装

置における生海苔の共回り防止装置事件」等）。

これは，特許発明が侵害品の一部の場合に，特許発

明の寄与を侵害品全体にまで拡張することの合理性を

判断するために考慮要素としたものと思われるが，特

許発明の効果と顧客の購入動機との関係を端的に検討

すればよいと思われることから，これらの考慮要素の

検討は不要であると考えられる。

⑤ 特許発明が製造方法や単純方法の場合に，当該発

明の形式を理由に寄与率を減じる裁判例もあるが，こ

のような判断は妥当でないと思われる。特許発明の効

果と顧客の購入動機との関係を検討した結果として寄

与率が低く算定されることはあるが，それはあくまで

も検討した結果であって，原因ではない。

４．寄与率算定方法の私案

（４．１）「発明の寄与率」とは，「特許発明の本質に

よる効果が侵害品の販売に貢献する度合，すなわち顧

客の侵害品購入動機の形成に寄与する度合」であると

する本稿の立場を踏まえて寄与率算定方法の私案を提

示してみる。

本稿の私案では，侵害品に採用されている特許発明

の貢献と特許発明以外の考慮要素の貢献とを比較して

特許発明の貢献割合を算定することになる。特許発明

の貢献割合を直接求めることは極めて困難であるの

で，侵害品の販売に貢献した特許発明以外の考慮要素

を認定して特許発明の非寄与率を求め，（1−非寄与

率）から特許発明の寄与率を算定することにする。

侵害者が販売した数量から特許発明の非寄与率（貢

献しない割合）に相当する量を減じた後，または非寄

与率算定の際に，特許権者等の市場占有率等を考慮要

素とするか否かには見解が分かれている(27)が，本稿の

算定方法は，侵害品と特許権者等が販売している製品

とを比較して，侵害品において特許発明が貢献しない

割合（非寄与率）を求め，（1−非寄与率）から特許発

明の寄与率を算定するものであることから，市場にお

ける特許権者等の市場占有率の取り扱いの是非には踏

み込まず，それらの要素は考慮しないことにする。

（４．２） 侵害者が特許発明を使用しないで製品を販

売することが不可能若しくはビジネスとして成立しな

い程度の困難性を伴う場合

このような場合は，侵害者による特許発明の不実施

により，侵害品の全てが特許権者が販売できたと推定

できることに加えて，侵害品における特許発明の寄与

が極めて高いことも推定できるので，寄与率は 100%

と算定できる(28)。

（４．３） 侵害者が特許発明を使用しないで製品を販

売することがビジネス上可能である場合

このような場合は，侵害品における特許発明の寄与

率を算定する意味がある。

（４．３．１） 侵害品の購入動機に関する顧客アンケ

―ト結果がある場合は，顧客の購入動機に影響を与え

る要素がもれなく記載されている顧客アンケート結果

を考慮することにより顧客の購入動機に対する特許発

明の寄与，すなわち，侵害品販売に対する特許発明の

寄与率を直接算定することができる。顧客の購入動機

に影響を与える考慮要素の内容，及び，寄与率算定方

法については，後述の（4．3．2）で説明する。

（４．３．２） 顧客アンケート結果がない場合は，購

入動機に対する特許発明の寄与を様々な考慮要素から

間接的に推定することになる。

（ⅰ） 特許権者等が製品を販売している場合

特許法 102条 1項，2項の損害賠償額の算定が代表

的な場合である。係る場合は，侵害品と特許権者等が

販売する製品について，顧客の購入動機に影響を与え

る要素を比較検討して寄与率を算定することになる。

特許権者等の損害に相当する侵害品売り上げに対する

特許発明の寄与分を算定するためには，侵害品と特許

権者等が販売する製品との比較が必要だからである。
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マーケティングの基本概念である「顧客価値」につ

いて，コトラーは，「顧客は，数ある商品・サービス」

の中からどれか一つを選択する場合，最も価値があり

そうだという判断（評価）のもとで決める。顧客価値

とは，総顧客価値と総顧客コストとの差である。総顧

客価値とは，特定の製品・サービスに顧客が期待する

ベネフィットを総合したものであり，総顧客コストと

は，顧客が製品・サービスを評価・獲得・使用・処分

する際に発生すると予測したコストである。」と述べ

ている(29)。

製品に顧客が期待する価値は，①機能的価値，②情

緒的価値，③自己表現的価値の総合である(30)。

①機能的価値とは，製品の実用性に関わる品質・性能

から得られる価値である。例えば，自動車の走行性

能や燃費効率，パソコンの処理速度，薬品の効能等

が該当する。

②情緒的価値とは，顧客の感性によって評価される価

値で，製品のデザイン，パッケージデザイン等が該

当する。

③自己表現的価値とは，顧客が自己のセンスやスティ

タス等を満足させる価値であり，主に企業ブラン

ド，製品ブランドが該当する。

④顧客が期待するサービスには，アフターサービス，

製品の取り付けサービス，製品の品質保証内容等が

該当する。

⑤総顧客コストの代表的なものは，製品の価格である

が，サービスの対価も顧客コストに含まれる。

顧客の購入動機に影響を与える考慮要素の総合が顧客

価値であり，上述したように，①製品の機能，②製品・

パッケージのデザイン，③ブランドイメージ，④サー

ビスのクオリティ，⑤製品・サービスの価格の 5つに

大別できる。

「寄与率の算定例」

（イ） 特許権者等が特許品を販売して，侵害者が特許

発明以外の顧客の購入動機に影響を与える他の発明や

技術を使用していない場合

係る場合は，特許権者等の製品と侵害品との間に①

製品の機能に関する優劣はないので，②特許権者等の

製品・パッケージのデザインが侵害品のそれと同等か

優れている，③特許権者等のブランドイメージが侵害

者のそれと同等か優れている，④特許権者等の製品・

サービスのクオリティが侵害者のそれと同等か優れて

いる，⑤特許権者等の製品の販売・サービスの価格が

侵害者のそれと同等か低価格の場合は，①の製品の機

能を実現する特許発明の寄与が大きいことを意味して

いるので，寄与率は 100%と算定できる。

②〜⑤の考慮要素について特許権者等と侵害者との

比較において上述した関係以外の場合は，寄与率を減

じるか否かの検討を行う。

（ロ）特許権者等が特許品を販売して，侵害者が特許発

明とそれ以外の発明，技術を使用している場合

係る場合は，侵害品に使用されている特許発明以外

の発明，技術が顧客の購入動機に影響を与えたかを検

討する。

考慮要素の②〜⑤の取り扱いは，（イ）と同様であ

る。

(ハ) 特許権者等が特許発明を使用していないが，侵

害品と競合関係にある製品を販売している場合

係る場合は，特許権者等の製品に使用されている発

明または技術と侵害品に使用されている特許発明との

比較を行うことになる。侵害者が特許発明以外の顧客

の購入動機に影響を与える他の発明や技術を使用して

いない場合は，①機能的価値に関する侵害者の貢献が

ないので，（イ）と同様の取り扱いとなる。侵害品に特

許発明以外の発明，技術が使用されている場合の取り

扱いは，（ロ）と同様である。特許発明の考慮要素②〜

⑤の取り扱いは，（イ）と同様である。

（ニ）寄与率を減じる基準

侵害品の特許発明以外の考慮要素の貢献があった場

合に，どの程度の貢献があれば寄与率を減じるかが問

題となる。

例えば，特許権者等が販売している製品よりもデザイ

ンが僅かに優れていることを理由に寄与率を減じたの

では，特許権者等の損害を適切に賠償することができ

ず，侵害者に不当な利益を与えることになるからであ

る。

係る場合の解決策として，侵害品に使用されている

特許発明の代替技術を使用した侵害品を想定して特許

権者等が販売する製品と比較することが考えられる。

代替技術を使用した侵害品と特許権者等が販売した製

品とを比較しても依然として考慮要素②〜⑤に顧客の

購入動機を満足させる程度の貢献がある場合は，寄与
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率を減じる有意な差があると判断できる。

（ホ）寄与率を減じる有意な差があると判断された場

合に，寄与率をどの程度減じるかが問題となる。

シンプルな方法として，考慮要素①〜⑤を同じ重み

を持つと仮定して，考慮要素が一つ有意であれば 20%

減じて寄与率を 80%とする，二つ有意であれば 40%

減じて寄与率を 60%とするという方法である。考慮

要素①に顧客の購入動機に有意な影響を与える他の発

明，技術がある場合は，顧慮要素①の 1/2 である 10%

を減じて，寄与率 90%とすることが考えられる。こ

の方法で寄与率を算定すると，寄与率は 10%〜100%

の値を取ることになる。

単独の考慮要素では有意な差とはならないが，複数

の考慮要素が集まると有意な差となる場合，例えば，

考慮要素②（製品・パッケージのデザイン）と考慮要

素③（ブランドイメージ）との集合効果により侵害品

が特許権者等の製品より有意に優れている場合は，考

慮要素②と③とで寄与率 20%を減じる効果があると

判断して，寄与率を 80%と算定することが考えられ

る。

市場の取引形態に着目して考慮要素の重みを調整す

ることも有効な方法である。例えば，顧客が企業の場

合（B to B）は，考慮要素の①機能と⑤価格の比率を

高くするような調整を図る。顧客が個人の場合（B to

C）は，③デザインと⑤価格の比率を高くするような

調整を図る等が考えられる。

また，製品の種類に着目して考慮要素の重みを調整

することも有効な方法である。例えば，コンピュータ

製品については，④サービスのクオリティの比率を高

くする，化粧品については，③ブランドイメージの比

率を高くする等の調整を図る等が考えられる。

（ⅱ）特許権者が製品を販売していない場合

特許法 102条 3項の損害賠償額の算定が代表的な場

合である。係る場合は，侵害品と市場で競合する製品

とについて，顧客の購入動機に影響を与える要素を比

較検討して寄与率を算定することになる。寄与率算定

の考慮要素①〜⑤についての比較及び寄与率算定方法

は（ⅰ）の場合と同様である。

競合品が存在しない場合は，侵害品との比較ができ

ないため，本稿の算定方法は適用できない。係る場合

は，特許発明と代替技術とを比較して特許発明の寄与

率を算定することになる。特許発明が優れていること

が通常であるので，特許発明の寄与率は 100%と算定

されることになる。

（ⅲ）特許発明が製造方法の発明の場合

製造方法の発明の場合も基本的には物の発明の場合

と同様である。製造方法の発明が侵害品に体現される

効果(31)を特定して，侵害品と特許権者等が販売してい

る製品との比較を行う。寄与率算定の考慮要素①〜⑤

についての比較及び寄与率算定方法は（ⅰ）の場合と

同様である。

（ⅳ）特許発明が単純方法の発明の場合(32)

単純方法の発明の場合も基本的には物の発明の場合

と同様である。単純方法の発明が侵害品に体現される

効果(33)を特定して，侵害品と特許権者等が販売してい

る製品との比較を行う。寄与率算定の考慮要素①〜⑤

についての比較及び寄与率算定方法は（ⅰ）の場合と

同様である。

５．おわりに

本稿では，発明の寄与率を考慮して損害賠償額を算

定した裁判例の分析を行い，寄与率算定に際して考慮

された要素と具体的な算定方法を検討してきた。ま

た，考慮された要素の妥当性と具体的な算定方法につ

いて若干の考察を行い，マーケティング理論の顧客価

値の考え方を参考にした寄与率算定方法の私案を提示

した。

発明の寄与率は損害賠償額に与える影響が大きいた

めに，寄与率算定の過程が不明確では損害賠償額の予

測可能性が大きく低下し，特許権者等と侵害者との双

方に大きな不利益与える。

寄与率の算定方法は，裁判例の蓄積を通して合理的

な方法に落ち着くことが望ましい。本稿で提案した寄

与率算定方法が，その一助となれば幸いである。

（注）

(1)例えば，名古屋地裁平成 10 年 3 月 6 日判決・平成 4年(ワ)

第 474 号，第 808 号・判タ 1003 号 277頁「示温材料事件」で

は，原告の特許権が示温材料の発明で，侵害品が示温材料を

含んだ植毛布という事案で，裁判所は，「被告植毛布は，基布

の上に，示温材料の入ったマイクロカプセルを含有する接着

剤を塗り，その上にパイルを植毛したものであること並びに

被告は示温材料をマイクロカプセル化するために，独自の耐
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久性の高いマイクロカプセルを開発してこれを用いているこ

と等の被告独自の技術も用いられていること，一方，被告植

毛布は温度によって色が変わることに最大の特徴があること

を総合すると，被告植毛布を販売して得た純利益の 70％を

もって本件特許権侵害によって得た利益と認められる」と判

示している。

同様の裁判例として，東京地裁平成 6年 5月 30 日判決（知

財協判例集）「内視鏡用フィルムカセット事件」等がある。

(2)例えば，東京地裁平成 4 年 11 月 18 日判決（判時 1450 号

128）「止着部材を有する部分かつら事件」では，被告が本件

発明の要旨は止着部材にあるのであるから損害金は被告が販

売している部分かつら全体の利益を当てるべきではないと主

張したのに対して裁判所は，「およそ特許発明において，その

技術的思想がすべて新規性・進歩性を有するものであること

はあり得ないところであり，従来技術をその中に含むもので

あることは必須であるから，被告主張のように解するなら

ば，一つの特許権を侵害した場合においてその損害を算定す

るに当たっては常に，新規性・進歩性を有する部分とそうで

ない部分との割合を算定すべきこととなるのであって，この

ようなことを特許法が予定していないことは同法 102条の規

定に照らし明らかである」として，被告製品の部分かつら全

体の利益によって算定されるべきであると判示している。

同様の裁判例として，大阪地裁平成 9年 5月 29 日判決（知

財協判例集）「変位検出装置事件」等がある。

(3)平成 24 年 7 月 1 日〜平成 30 年 6 月 20 日までの約 6 年間

の特許権の損害賠償請求訴訟において，特許発明の寄与率の

認否が判断された裁判例は 35 件あり，その内の 21 件で特許

発明の寄与率が認められている（裁判例の分析は，最高裁判

所の HPから筆者が抽出して行った）。特許発明が侵害品の

全体の場合は，後述するように，23 件中 15 件の裁判例で寄

与率が認められている。

(4)平成 24 年 7 月 1 日〜平成 30 年 6 月 20 日までの約 6 年間

の特許権の損害賠償請求訴訟において，特許発明が侵害品の

一部の場合で発明の寄与率が判断された裁判例は 12 件あり，

その内の 6件は寄与率が認められている。

(5)これ以外の裁判例における寄与率は，①知財高裁平成 25 年

4 月 11 日判決・平成 24 年(ネ)10092 号「生海苔の共回り防止

装置事件」の 20%，②東京地裁平成 24 年 11 月 2 日判決・平

成 22 年（ワ）第 24479 号「生海苔の共回り防止装置事件」の

20%，③知財高裁平成 27 年 11 月 12 日判決・平成 27 年（ネ）

第 10048 号・第 10088 号「生海苔異物分離除去装置における

生海苔の共回り防止装置事件」の 20%，④東京地裁平成 28

年 5 月 26 日判決・平成 25 年（ワ）第 33070 号「農産物の選

別装置事件」の 5%と 25%，⑤東京地裁平成 30 年 3 月 1 日判

決・平成 29 年(ワ)第 24571 号「ブルニアンリンク作成デバイ

スおよびキット事件」の 25% である。

(6)当該事件以外で，被告の寄与率の主張が排斥された裁判例

としては，①東京地裁平成 28 年 6 月 30 日判決・平成 27 年

（ワ）第 12480 号「生海苔異物分離除去装置における生海苔の

共回り防止装置事件」②東京地裁平成 29 年 2 月 16 日判決・

平成 28 年(ワ)第 2720 号「生海苔異物分離除去装置における

生海苔の共回り防止装置事件」，③東京地裁平成 29 年 7 月 21

日判決・平成 28 年(ワ)第 4529 号「生海苔異物分離除去装置

における生海苔の共回り防止装置事件」，④知財高裁平成 29

年 9 月 11 日判決・平成 29 年（ネ）第 10040 号「生海苔異物

分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件」，⑤知

財高裁平成 30 年 3 月 22 日判決・平成 29 年（ネ）第 10071 号

「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」

があるが，何れも同じ特許権者の同じ特許権について異なる

被告に損害賠償請求をした事案である。

(7)特許発明が侵害品に実施されている割合を考慮して寄与率

を算定した裁判例として，前掲 5) 平成 24 年(ネ)10092 号

「生海苔の共回り防止装置事件」がある。また，特許発明が侵

害品に使用されている時間的割合を考慮して寄与率を算定し
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